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日高中部消防組合危険物規制規則 

 

(平成 18年 11月 1 日 規則第 20号) 

改正   平成 19年 7 月 19日 規則第 8 号 

令和 3 年 3 月 25日 規則第 5 号 

令和 4 年 4 月 13日 規則第 5 号 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、消防法（昭和 23年法律第 186号。以下「法」という。） 第 3章の規定の

施行について、危険物の規制に関する政令（昭和 34年政令第 306号。以下「政令」という。）

及び危険物の規制に関する規則（昭和 34年総理府令第 55号。以下「府令」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（仮貯蔵等の承認等） 

第２条 法第 10条第 1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認

を受けようとする者は、府令第 1条の 6に規定する危険物仮貯蔵（仮取扱）承認申請書を消防

長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 消防長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、承認をするときは危険

物仮貯蔵（仮取扱）承認書（様式 1）を当該申請書を提出した者に交付するものとする。 

３ 前項の承認を受けた者は、当該承認に係る危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やす

い位置に掲示板（様式 2）を掲示しておかなければならない。 

（製造所等の設置の許可等） 

第３条 管理者は、政令第 6条第 1項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所（以下「製造所

等」という。）の設置の許可の申請書又は政令第 7条第 1項に規定する製造所等の位置、構造

若しくは設備の変更の許可の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、許可するとき

は危険物製造所等設置許可証（様式 3）又は危険物製造所等変更許可証（様式 4）をそれぞれ

当該申請書を提出した者に交付するものとする。 

（許可証の再交付） 

第４条 前条の許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、滅失し、汚損し又は破損した場合

は、管理者にその再交付を申請することができる。 

２ 前項の規定による再交付の申請は、危険物製造所等設置（変更）許可証再交付申請書（様式

5）により行わなければならない。 

３ 許可証を汚損し、又は破損したことにより第 1項の申請をしようとする者は、前項の申請書

に当該許可書を添付しなければならない。 

４ 許可証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可証を発見したときは、これを 10

日以内に管理者に提出しなければならない。 

（仮使用の承認等） 

第５条 管理者は、府令第 5条の 2に規定する仮使用の承認の申請書の提出があつたときは、そ

の内容を審査し、承認するときは危険物製造所等仮使用承認書（様式 6）を当該申請書を提出

した者に交付するものとする。 

２ 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい位置に掲示板（様式 7）を掲示

しておかなければならない。 
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（製造所等の設置の許可の申請等の取下げの届出） 

第６条 政令第 6 条第 1 項の規定による製造所等の設置の許可の申請、政令第 7 条第 1 項の規

定による製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請、府令第 5条の 2の規定によ

る仮使用の承認の申請若しくは政令第 8 条の 2 第 6 項の規定による完成検査前検査の申請を

した者がそれぞれ当該申請を取り下げるとき、又は法第 11条第 1項の許可若しくは法第 11条

第 5 項ただし書の承認を受けた者が当該許可若しくは承認を受けた事項を取りやめるときは、

危険物製造所等設置（変更）許可申請等取下届出書（様式 8）を管理者に提出しなければなら

ない。 

２ 許可を受けた事項を取りやめることにより前項の届出書を提出するものは第 3 条の許可証

（許可を受けた者が政令第 8条の 2第 7項のタンク検査済証の交付を受けている場合は、第 3

条の許可証及び当該タンク検査済証）を、それぞれ当該届出書に添付しなければならない。 

（所有者等の住所等の変更の届出） 

第７条 製造所等の所有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）は、住所又は氏名

若しくは名称に変更があつたときは、危険物製造所等の所有者等住所（氏名、名称）変更届出

書（様式 9）を管理者に提出しなければならない。 

（軽微な変更の届出） 

第８条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において法第 11条第 1項後段の規定による変更

の許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届出書（様式 10）に管

理者が必要と認める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。 

（製造所等の使用の休止又は再開の届出） 

第９条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を３ヶ月以上にわたって休止しようとす

るとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、当該休止又は再開の日の 7

日前までに危険物製造所等休止（再開）届出書（様式 11）を管理者に提出しなければならな

い。ただし、休止期間は 1年以内とする。 

（危険物保安監督者の選任の届出） 

第 10 条 管理者は、府令第 48 条の 3 に規定する危険物保安監督者の選任の届出書を受理する

に当たり必要があると認めたときは、当該届出書を提出した者に対し、当該危険物保安監督者

として選任された者に係る危険物取扱者免状の提示を求めることができる。 

（危険物流出事故等の事故の通報場所） 

第 11 条 法第 16 条の 3 第 2 項の危険物の流出その他の事故を発見した者が通報すべき場所と

して管理者の指定した場所は、消防本部、消防署及び支署（分遣所を含む 。）とする。 

（災害発生の届出） 

第 12 条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したと

きは、当該災害の発生の日から 3 日以内に危険物製造所等災害発生届出書（様式 12）を管理

者に提出しなければならない。 

（書類の提出部数等） 

第 13条 この規則の規定により管理者又は消防長に提出する書類（第 12条の届出書を除く。）

の提出部数は、それぞれ２部とする。 

２ 管理者又は消防長は、府令又はこの規則の規定により管理者又は消防長に提出する書類を

受理したときは、その１部に届出済又は承認済印（様式 13）を押印して当該書類を提出した

者に返付するものとする。 

（委任） 

第 14条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。 
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   附 則（平成 18年規則第 20号） 

 この規則は、平成 18年 11月 1日から施行する。 

   附 則（平成 19年規則第 8号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

      附 則（令和 3年規則第 5号） 

 この規則は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

      附 則（令和 4年規則第 5号） 

 この規則は、令和 4年 1月 1日から施行する。 
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様式 1（第 2条関係） 
 

 

 

 

 
                         日中消 承認第    号  

                                年  月  日  

               

 様 

 

 

                      日高中部消防組合 

                         消防長            □印  

 

危険物 
仮貯蔵 

承認書 
仮取扱 

年     月    日付けで承認申請のありました危険物の 

仮貯蔵 

については、これを承認します。 

仮取扱 

 

（ただし、次の条件を守らなければならない。） 
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様式 2（第 2条関係） 
 

 

 

                                   60 ㎝ 以 上 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ㎝ 

以 上 

 

 

 

 

 

 

                         

 

備考 地は白色とし、文字は黒色とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物仮貯蔵所又は仮取扱所 

 

 

承認番号   日中消  承認第      号 

 

期  間    年  月  日～   年  月  日 

 

貯蔵又は取り扱う危険物   第  類    ㎏・ℓ 

 

責 任 者 

 

連 絡 先  電話番号 
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様式 3（第 3条関係） 
 

 

 

危 険 物 製 造 所 等 設 置 許 可 書 

製 造 所 の 別  

貯 蔵 所 又 は 

 

取 扱 所 の 区 分 

 

設 置 者 

住 所  

氏 名  

設 置 場 所  

設置の許可年月日 

 

及 び 番 号 

    年  月  日  設許  日中消第   号 

備 考  

 

  消防法第１１条第１項の規定により許可します。 

 

 

 申請者 

    住 所 

 

    氏 名          様 

 

                     日高中部消防組合 

管理者           □印     
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様式 4（第 3条関係） 

 

 

 

危 険 物 製 造 所 等 変 更 許 可 書 

製 造 所 の 別  

貯 蔵 所 又 は 

 

取 扱 所 の 区 分 

 

設置者 

住 所  

氏 名  

設 置 場 所  

変更の許可年月日 

 

及 び 番 号 

    年  月  日   変許  日中消第  号 

備 考  

 

  消防法第１１条第１項の規定により許可します。 

 

 

 申請者 

    住 所 

 

    氏 名          様 

 

                   日高中部消防組合 

                 管理者          □印   
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様式 5（第 4条関係） 
 

 

危険物製造所等 
設 置 

許可証再交付申請書 
変 更 

                              年  月  日 

 日高中部消防組合 

   管理者          様 

 

                   申請者 

                    住 所 

                    氏 名             

設 置 者 

住 所  

氏 名  

設 置 場 所  

製 造 所 等 の 別  

許 可 証 の 種 別 □設置許可証   □変更許可証 

許 可 年 月 日 ・ 番 号     年  月  日 ・       第    号 

完成検査年月日・番号   年  月  日 ・       第    号 

再 交 付 申 請 の 理 由 

 

 

※受  付  欄 ※経  過  欄 ※手 数 料 欄 

 

再交付年月日 

 

 注１ 法人にあっては、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を 、「氏名」の欄には名称及び 

代表者の氏名を記入してください。 

  ２ ※印のある欄には、記入しないでください。 
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様式 6（第 5条関係） 
 

 

 

危険物製造所等仮使用承認書 

製 造 所 の 別  

貯 蔵 所 又 は 

 

取 扱 所 の 区 分 

 

設 置 者 

住 所  

氏 名  

設 置 場 所  

承 認 年 月 日 及 び 

 

番 号 

    年  月  日   日中消 承認第  号 

備 考  

 

  消防法第１１条第５項ただし書の規定により許可します。 

 

 

 申請者 

    住 所 

 

    氏 名          様 

 

                    日高中部消防組合 

管理者           □印     
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様式 7（第 5条関係） 

 

 

                     

                                       35 ㎝ 以上 

 

 

 

 

 

 

 

25 ㎝ 

以 上 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

備考 地は白色とし、文字は黒色とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防法による仮使用承認済 

製 造 所 等 の 別  

承認年月日・番号   年 月 日 日中消 承認第  号 

承 認 行 政 庁 日高中部消防組合 
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様式 8（第 6条関係） 

 

 

危険物製造所等 
設 置 

許可申請等取下届出書 
変 更 

                             年  月  日 

 日高中部消防組合 

   管理者         様 

 

                   届出者 

                    住 所 

                    氏 名             

設 置 者 

住 所  

氏 名  

設 置 場 所  

製 造 所 等 の 別  

設 置 （ 変 更 ） 許 可 

年 月 日 ・ 番 号 
    年  月  日   日中消 第    号 

仮 使 用 承 認 

年 月 日 ・ 番 号 
    年  月  日   日中消 第    号 

完 成 検 査 前 検 査 

年 月 日 ・ 番 号 
    年  月  日   日中消 第    号 

受 付 年 月 日 ・ 番 号     年  月  日   日中消 第    号 

取 下 げ の 理 由  

※受   付   欄 ※経   過   欄 

  

注１ 法人にああって、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄には名称及び代 

表者の氏名を記入してください。 

  ２ ※印のある欄には、記入しないでください。 
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様式 9（第 7条関係） 

 

住 所 

危険物製造所等の所有者等 氏 名 変更届出書 

名 称 

                              年  月  日 

  日高中部消防組合 

   管理者        様 

 

                    届出者 

                     住 所 

                     氏 名             

設 置 場 所  

製 造 所 等 の 別  
貯 蔵 所 又 は 

取扱所の区分 
 

設置許可年月日・番号     年  月  日   日中消 第     号 

完成検査年月日・番号     年  月  日   日中消 第     号 

変更内容 

変

更

前 

住 所  

名 称  

氏 名  

変

更

後 

住 所  

名 称  

氏 名  

そ の 他 必 要 な 事 項  

※受   付   欄 ※経   過   欄 

  

注１ 法人にあって、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄には名称及び代表者 

の氏名を記入してください。 

２ ※印のある欄には、記入しないでください。 
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様式 10（第 8条関係） 

 

 

軽 微 な 変 更 届 出 書 

                             年  月  日 

  日高中部消防組合 

   管理者       様 

 

                     届出者 

                     住 所 

                     氏 名            

設 置 場 所  

製 造 所 等 の 別  
貯 蔵 所 又 は 

取 扱 所 の 区 分 
 

設 置 場 所 の 地 域 別 

防 火 地 域 別 用 途 地 域 別 

  

設置許可年月日・番号    年  月  日   日中消 第    号 

完成検査年月日・番号    年  月  日   日中消 第    号 

工 事 内 容  

変 更 の 理 由  

※受   付   欄 ※経   過   欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 法人にあっては、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄には名称及び代 

表者の氏名を記入してください。 

  ２ ※印のある欄には、記入しないでください。 
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様式 11（第 9条関係） 

 

危険物製造所等使用 
休 止 

届出書 
再 開 

                             年  月  日 

 日高中部消防組合 

   管理者         様 

 

                  届出者 

                   住 所 

                   氏 名             

設 置 場 所  

製 造 所 等 の 別  
貯 蔵 所 又 は 

取扱所の区分 
 

設置許可年月日・番号 年  月  日 ・ 日中消  第    号 

完成検査年月日・番号 年  月  日 ・ 日中消  第    号 

休 止 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

再 開 予 定 日     年  月  日 

休 止 、 再 開 の 理 由  

休 止 中 の 管 理 方 法  

そ の 他 の 必 要 事 項  

※受  付  欄 ※経  過  欄 

 

 

 注１ 法人にあっては、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄には名称及び代 

表者の氏名を記入してください。 

  ２ ※印のある欄には、記入しないでください。 
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様式 12（第 12条関係） 

 
 

危険物製造所等災害発生届出書 

                               年  月  日 

  日高中部消防組合 

   管理者        様 

                      届出者 

                       住 所 

                      氏 名             

発 生 日 時  年  月  日    午 
前 

後 
   時   分 

発 生 場 所  

設置許可年月日・番号     年  月  日      第   号  

完成検査年月日・番号     年  月  日      第   号 

災 害 発 生 の 経 過  

処 置 の 状 況  

被 害 の 状 況  

死 傷 者  

※受   付   欄 ※経   過   欄 

  

注１ 法人にあっては、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄には名称及び代表者 

の氏名を記入してください。 

 ２ ※印のある欄には、記入しないでください。 
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様式 13（第 13条関係） 

 

 
 

届 出 済 印 

 

 

  年   月   日 

 

届  出  済      20㎜ 
     

                日高中部消防組合         

 

                  45㎜ 

 

 

 

 

承 認 済 印 

 

 

 年   月   日 

 

承  認  済      20㎜ 
   

                日高中部消防組合   

 

                   45mm 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


